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令和元年度定期監査（後期）の結果に基づく措置について、五島市農業委員会会長から

別紙のとおり通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１

４項の規定により公表する。 
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令和元年度定期監査（後期）の結果に係る措置について 

 

このことにつきまして、地方自治法第１９９条第１２項の規定により、措置

を講じましたので別紙のとおり通知いたします。 



 

 （１）収入に関する事務について（調定事務） 

   ＜指摘事項＞ 

    ア 国県の補助金及び委託金において、調定の起票が遅れているものが見受

けられた。調定の時期は、原則として補助金は交付決定の通知があった日、

委託金は契約締結日であるから、五島市財務規則（平成 16 年五島市規則

第 43 号。以下「財務規則」という。）第 21 条第 1 項の規定に基づき、適

切な調定事務を行われたい。 

 

   【講じた措置】 

     補助事業担当者は交付決定通知書の供覧時に調定伝票の決裁を受けるこ

ととしました。 

   

 

（２）支出に関する事務について（謝礼金）   

   ＜指摘事項＞ 

    イ 謝礼金の支出において、金額の決定に係る起案文書が作成されていない

もの、金額の根拠が明らかでないもの、総務企画部財政課に合議されていな

いものが見受けられた。公金を支出する上での金額決定において客観性や妥

当性の適切な判断ができないものとなっているので、起案文書に謝礼金の算

出根拠等を明示して決裁を受けるべきである。 

 

   【講じた措置】 

     起案文書に謝礼金の算出根拠を明示し、財政課と総務課に合議し決裁を受

けました。 

   

 


